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一般財団法人 KNC 広瀬財団 

2025 年度奨学生募集要項 

 

■ 趣旨 

一般財団法人 KNC 広瀬財団（以下、当財団）は、次世代の科学技術の発展を担う学力、人

物ともに優秀な理系学生を支援いたします。 

 

■ 奨学金概要 

1 種類 

給付型 

※返済義務はありません。 

※卒業後の進路についてなんら制約を課すものではありません。 

 

2 在籍学校・給付額 

2025 年 4 月時点の在籍校 

    大学院修士課程   月額 4.5 万円 （年額 54 万円）  

  

3 推薦人数 

本学から財団へ推薦できる学生は 1 名です。 

 

4 給付対象期間 

2025 年 4 月～2026 年 3 月(1 年間） 

 

5 給付期間延長手続き 

給付期間を最長 1 年間延長し、総支給期間を 2025 年 4 月～2027 年 3 月の 2 年間とするこ

とが可能です。延長を希望する場合は、以下の書類を奨学生本人から財団事務局へ提出して

ください。 

(1) 奨学金継続申請書 

(2) 進級または進学を確認できるもの（留年が確定した場合の延長は不可です） 

 

6 奨学金の併給 

併給可。他の民間団体の奨学金を申請していても応募可能とします。ただし、他の団体側が併

給可能かはご自身でご確認ください。甲南学園奨学金（大学院）との併給は不可です。 

  

■ 応募資格・採用基準 

(1) 大学の推薦を受けられること 
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(2) 学業・人物共に優秀なこと 

(3) 反社会的勢力との関わりを有しないこと 

(4) 甲南大学大学院に 2025 年 4 月 1 日時点で在籍していること 

 

■ 応募書類 

（1）願書（財団指定様式） 

（2）推薦書（財団指定書式または大学専用書式も可） 

（3）小論文（財団指定様式） 

テーマ： ご自身でテーマを決め、それについて論じてください。 

8 0 0 字程度。財団指定書式(A4 1 枚） 

※「個人情報の取り扱いについて」をご確認の上、応募ください。 

 

■ 学内申請期間 

2025 年 4 月 1 日（火）～2025 年 4 月 8 日（火）17 時まで 

 

■ 選考方法 

〔学内選考〕 

1 次選考：書類選考（結果通知 4 月 14 日予定） 

2 次選考：面接選考 4 月 19 日（土） ※日程や時間帯について個別対応はできません。 

 

応募書類の内容や学業成績等、総合的に判断します。尚、推薦後に KNC 広瀬財団で選考が

され、最終決定します。 

 

■ 結果通知 

 2025 年 6 月末、選考結果を各校へ通知するとともに、採用通知書を採用者本人に直接送付

します。 

 

■ スケジュール 

6 月末 採用通知発送 ※採用者本人及び指定校奨学金担当部署 

7 月末 「奨学金振込口座届出書」返送※期限厳守 

8 月末 第 1 回振込(4 月～8 月の 5 か月分を支給） 

9 月以降、毎月末  当月分を振込 

 

■ 採用決定後の提出書類 

採用者へ採用通知の際に「奨学金振込口座届出書」及び返信用レターパックをお送りします。

返送期限までに通帳の写し（口座番号の確認できるもの）とともにレターパックで返送くだ
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さい。発送後、当財団事務局へ e メールでご連絡ください。  

 

■ 財団活動等へのご協力 

当財団が奨学生交流会等（集合形式・オンライン形式）を開催する場合は、特段の理由がな

い限りご参加ください。学業・研究に支障がないように配慮いたします。 

 

■ 異動届出 

  次のいずれかに該当する場合は、直ちに事務局に連絡してください。 

  （1）休学、復学、留年、または退学したとき 

  （2）定額その他の処罰を受けたとき 

  （3）氏名、住所、メールアドレス、その他重要事項等に変更を生じたとき 

 

■ 奨学金の給付停止または打ち切り 

1. 給付停止 

下記の事由が発生した場合は、奨学金の給付を停止します。受給期間内に解消しない場合は、

受給権利を喪失します。 

(1) 休学した場合 

(2) 当財団に対し指定された書類を提出しない場合 

尚、留年した場合においては、給付停止はいたしませんが、2 年目の延長は認められません。 

 

2. 給付打ち切り 

以下の事由の場合は、受給権利を喪失し、給付を打ち切ります。 

(1) 奨学金の申請書類に虚偽の記載があった場合 

(2) 退学した場合 

 

■ 除名処分 

以下の事由の場合は、除名処分とします。 

（1）反社会的勢力との関わりが判明した場合 

（2）停学などの処罰を受けた場合 

（3）当財団の信用を害した場合 

（4）前各号の他、奨学生として適当でない事実があった場合 

   

■ 個人情報の取り扱いについて 

 提出いただいた個人情報は、［個人情報の保護に関する法律］を遵守して適切に管理・取り

扱います。本財団ホームページ（https://www.knc-hirose.or.jp）の「個人情報の取り扱いに

ついて」を確認してください。 
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 本奨学金の募集において不明点や質問がある場合は、甲南大学学生生活支援センター奨学金

係までお問い合わせください。 

  学生生活支援センター 奨学金係（scholarship@adm.konan-u.ac.jp）  


